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①．大津市公営インフラ事業の現状 

事業概要 
• 本市は、ガス、水道及び下水道の3事業を企業局(公営企業)において実施している 

• ガス事業は全国の公営ガス事業者のうち、仙台市に次いで2番目の売上規模である 

• 長年に渡り、インフラ事業者として市民生活を支えている 

水道事業 下水道事業 ガス事業 

 昭和12年供給開始  昭和5年給水開始  昭和44年供用開始 

 普及率70.3% 
約9万6千戸に供給 

 普及率99.9% 
約15万2千戸に給水 

 ガス売上約110億円* 

 正規職員数100名 

 全国の公営ガス事業者
の中で2番目の規模 

 製造設備は持たず、全
量卸供給を受けている 

 給水収益約53億円* 

 正規職員数104名 

 琵琶湖を水源とし、 
6箇所の浄水施設より
水道水を給水している 

 下水道使用料約69億円* 

 正規職員数66名 

 4つの処理区に分かれ、
うち、2つは県が運営す
る琵琶湖流域下水道に、
1つは京都市で処理 

 本市が管理する水再生
センターは包括的民間
委託を既に実施中 

 普及率98.3% 
約13万2千戸を処理 

H28年度末時点、＊印:速報値 
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①．大津市公営インフラ事業の現状 

ガスの販売量と水道・下水道の有収水量 
• 3事業ともに、整備拡張の時代から維持管理の時代へ移行している 

• ガスの販売量（平成22年ピーク）や水道・下水道の有収水量は減少傾向
となっている 
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※平成21年を100としたときの各年度の水準 
※平成29年度以降については、平成28年度に実施した長期収支見通しの需要想定 
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①．大津市公営インフラ事業の現状 

これまでのガス事業の在り方検討 
・昭和５５年４～８月 

  昭和53年5月に発生した藤尾学区のガス事故を契機に｢ガス事業検討委員会（庁内委員）｣が設置され、｢ガ
ス事業は速やかに民間へ移管されることが望ましい｣と報告 

・昭和５６年９月～昭和５７年１月 

  ｢大津市ガス事業懇話会（庁外委員）｣に在り方について諮問 

・昭和５７年１月 

  同懇話会より「民間へ移管することが望ましいと思慮される」と答申 

  答申を受け、民営化へ向け鋭意、協議を重ねたが複数の課題により不合意 

・昭和５９年９月 

  市議会定例会にて「ガス経営を持続できる見通しが立ち、状況を見極めながらこのまま継続してまいりたい」と答弁
（市長） 

➠ガス事業の在り方検討は一時終息 

・平成２３年１月～平成２４年１月 

  大津市ガス事業のあり方庁内検討委員会により「公営で継続することが望ましい」と市長へ報告 

・平成２４年９月～平成２５年３月 

  大津市ガス事業のあり方検討業務委託にて上記の庁内検討結果の検証を実施 

・平成２５年９月 

  上記の検討結果を踏まえ「ガス事業を直ちに民営化すべき状況ではなく、現時点においては公営を継続すべきと
判断した。しかしながら、ガス事業を取り巻く経営環境の変化を注視してまいる」と答弁（市長） 
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H25.9定例会 市長 

ガス事業のあり方については、これまで数次にわた
り民営化の議論が行われてきており、直近では平成
24年１月に大津市ガス事業のあり方庁内検討委員

会から公営で継続することが望ましいとの検討結果
が出されています。このような状況を受けて、ガス事
業に係る先の検討委員会は市役所内部における検
討であったことから、平成24年度に外部の視点で現

在の経営状態や将来の財務シミュレーション、資産
評価等の調査を行いました。その結果、ガス事業は
これまで安定した事業経営を行ってきており、財務シ
ミュレーションにおいても当分の間健全な経営状態を
維持できるという結論でありました。この結果は企業
局においても妥当なものであると受け止めています。
これらを総合的に検討した結果、大津市ガス事業は
当分の間において健全な経営を維持することがで
き、ガス料金が近畿の事業者で一番低い水準にあ
り、市民に満足いただける安定したサービスが提供
できること、また市内学校園のガス空調設備助成な
どにより、市の一般施策にも寄与できるという利点も
あることから、ガス事業を直ちに民営化すべき状況
ではなく、現時点においては公営を継続すべきもの
と判断いたしました。しかしながら、世界のエネル
ギー事情も流動的でありますことから、今後ともガス
事業を取り巻く経営環境の変化を注視してまいりま
す。 

その後、当時の判断材料として無かったガスの小売全面自由化が決定され、社会情勢の変化
により、当局の経営環境が大きく変わろうとしている 
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②．大津市ガス事業の課題 

ガスの小売全面自由化の概要図 
• 平成29年4月にガスの小売全面自由化が開始され、新規参入小売事業者（以下、新規参入者とする）によ

る本市エリアでの販売が進む可能性がある 

• 新規参入者は、ガス以外の商品とのセット販売や低廉な料金等を掲げ顧客獲得していく可能性がある 

       大津市 
      企業局 

大津市企業局導管エリア 

新規参入 
小売事業者 

導管の敷設 
維持管理 

大津市 
導管 

小売全面自由化後 
の事業イメージ 

 Ⓔ ○×会社㈱ 

原料ガス注入 

託送料* 

「託送料*」…ガス導管を保有する事業者が、新規参入者などの依頼に応じてガスを 
                 ガス導管に受け入れ、払い出し地点においてガスを供給する際の使用料等 
「安全点検*」…消費機器調査は小売事業者、内管漏えい検査は導管事業者が実施 

安全点検*・周知 

安全点検・周知 

新規参入 
小売事業者 
と契約 

（スイッチング） 

大津市 
企業局 

と契約継続 

その他サービス 

販売・料金 

セット販売 等 
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②．大津市ガス事業の課題 

小売全面自由化の動向 
• 電力とガスの小売全面自由化により、各エネルギー企業等の動きが活発化し

ている 

• 国は新規参入者の競争性確保策を検討しており、顧客喪失の可能性がある 

エネルギー関連企業等
の動向 

• 新規参入に向けて、平成29年3月末時点で45事業者が経済産業省
に小売事業登録を行った 

• その内、家庭向けに販売を予定しているのが16社である 

国の最新の動向 
• 有識者委員会で、ガス事業者へのLNG基地の開放を義務付けた 
• 自由化を控え「適正なガスの取引についての指針」の改定が平成

29年2月6日に行われた  

先行する電気 
小売自由化の動向 

• 平成29年2月末時点、全国で約311万件（10%）、関西では約64
万件の契約手続きが行われている（※自社内切替含む） 

 （電力広域的運営推進機関スイッチングシステム利用状況より）  

• ガス小売自由化を契機にエネルギー業界の競争が激化 
• 本市においても新規事業者参入が発生 
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H25.9定例会 市長 

ガス事業のあり方については、これまで数次にわた
り民営化の議論が行われてきており、直近では平成
24年１月に大津市ガス事業のあり方庁内検討委員

会から公営で継続することが望ましいとの検討結果
が出されています。このような状況を受けて、ガス事
業に係る先の検討委員会は市役所内部における検
討であったことから、平成24年度に外部の視点で現

在の経営状態や将来の財務シミュレーション、資産
評価等の調査を行いました。その結果、ガス事業は
これまで安定した事業経営を行ってきており、財務シ
ミュレーションにおいても当分の間健全な経営状態を
維持できるという結論でありました。この結果は企業
局においても妥当なものであると受け止めています。
これらを総合的に検討した結果、大津市ガス事業は
当分の間において健全な経営を維持することがで
き、ガス料金が近畿の事業者で一番低い水準にあ
り、市民に満足いただける安定したサービスが提供
できること、また市内学校園のガス空調設備助成な
どにより、市の一般施策にも寄与できるという利点も
あることから、ガス事業を直ちに民営化すべき状況
ではなく、現時点においては公営を継続すべきもの
と判断いたしました。しかしながら、世界のエネル
ギー事情も流動的でありますことから、今後ともガス
事業を取り巻く経営環境の変化を注視してまいりま
す。 

②．大津市ガス事業の課題 

ガスの小売全面自由化による在り方検討経過 
時 期 内 容 

平成25年11月 国で電力・ガスの全面自由化（ガスシステム改革小委員会設置）の検討が開始される 

平成26年2月 日本ガス協会により公営ガス事業者の自由化への対応を図るべくワーキンググループが設置される  
（公営企業特有の課題について調査・研究） 

平成26年4月 
 ～平成27年3月 

プロジェクト会議にて、ガスの自由化への対応策の検討をした（ポイント制、他業種とのセット割等の検討） 
 ➠最終報告にて、各対応策の導入は不可と判断した 

平成26年11月 全国公営事業者会議の場で公営企業特有の課題を総務省及び経済産業省に対して説明 
（地方自治法に定める議会承認の必要性、附帯事業の制限等） 

平成27年4月 公営企業特有の課題を解決すべく、新たなアイデアの検討を開始 

平成27年9月 様々な事業運営形態を検討する中、公営企業特有の課題を解決する手法は公共施設等運営権制度が最適であると判断
した 

平成27年10月 
  ～平成28年3月 

内閣府、総務省、経済産業省にガス事業での同制度の適用可否について見解を伺うため訪問  
（平成28年3月：同制度に適合することについて見解を得る） 

平成28年1月 総合資源エネルギー調査会 基本政策分科会 ガスシステム改革小委員会（第27回）でガスの小売全面自由化を平成
29年4月1日を施行日とすることが決定された 

平成28年4月～ 委託業務により、新たな事業スキームの検討及び実施スケジュールの作成等を実施する 

平成28年11月 検討を進めるにあたり、議会への説明及び事業スキームの公表を実施する 

平成28年11月 
 ～平成29年1月 

本構想の実現可能性の判断材料として、マーケットサウンディング調査を実施する 

平成29年3月 市議会に対し、本構想における様々な事業運営形態の検討及び収支予測について、説明を行う 

平成29年4月 大津市ガス事業の在り方検討における、基本方針（案）をとりまとめる 

平成29年4月～ 外部有識者による「大津市ガス事業の在り方検討委員会」を開催（第1回:4月19日、第2回:5月9日） 
第2回委員会にて、検討の方向性の提言を受ける 

平成29年5月 有識者委員会の提言を大津市議会施設常任委員会（5月12日）にて報告 
委員長より、「今後のスイッチングの状況など、経営環境の変化に注視するとともに、十分な経営分析等を行いながら、本件
に関する実施方針（案）の策定に向けた取り組みを進めていただきたい」との言葉を受ける 
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• ガス事業法に基づく、ガス小売事業と一般ガス導管事業の業務区分 

②．大津市ガス事業の課題 

本市ガス事業の業務区分 
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一
般
ガ
ス
導
管
事
業 

ガ
ス
小
売
事
業 

・託送管理（契約、検針、精算等） 

・託送料金の設定 

 

・ガス供給設備の整備 

（導管等の整備更新工事） 

・内管工事 

・都市ガスの調達  

・都市ガスの販売 

・小売料金設定 

・小売営業 

・小売契約 

・料金収納 

・需要家保安業務 

（消費機器調査） 

（安全使用周知） 

・供給設備の維持管理 

（点検、修繕） 

・供給圧力の監視  

・緊急保安対応 

・需要家保安業務 

（内管漏洩検査） 
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論点 想定される課題 

事業展開・サービス拡充 
の制約 

• 地方自治法、地方公営企業法の制約から、附帯事業が制限される 
• 地方公営企業は積極的、弾力的な営業展開が難しい 

ガス料金の弾力的な設定
への制約 

• 電力や通信事業者との提携やセット販売等が行えず、新規参入者への
対抗策が十分に打てない 

• 料金を見直す場合、市議会の議決を得る必要があることから、会期時期
を見据える必要があるなど、柔軟な料金設定が困難である 

• 附帯事業に制約があり、ガス料金での原価回収が求められるため、他商
品の価格設定を勘案した柔軟な価格設定が困難である 

• 一般ガス導管事業では託送料金は国の認可が必要であるものの、事業報酬の算入
が認められており、安定経営が可能と考えられる 

• 一方、ガス小売事業は新規参入者（民間事業者）と競合することとなる。そのため、
公営事業者特有の課題として、事業展開や料金に関する課題があり、新規参入者の
サービス・料金面に十分に対抗できない 

• その結果、ガス小売事業では顧客喪失を招き、販売量や収益の減少が想定される 

②．大津市ガス事業の課題 

公営継続で想定される課題 

10 
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②．大津市ガス事業の課題 

経営シミュレーションの実施 

11 

• 公営継続時の一般ガス導管事業とガス小売事業の各経営シミュレーションの実施 

• 前提条件を下記のとおり 

基礎条件 

• 平成28年度作成の本市ガス事業の長期収支計画を基に導管事業と小売事
業にコストを配分する 

• 主なコスト配分の考え方 
⁃ 減価償却費・修繕費・除却費・租税課金 
…すべて導管事業に帰属する 

⁃ 需要開発費 
…すべて小売事業に帰属する 

⁃ 人件費 
…託送料金申請の計算に用いた人件費が長期収支の人件費に占める割
合を算出し、当該割合に基づき導管事業と小売事業に配分する 

⁃ 上記以外の経費（委託費等） 
…業務ごとに過去の実績等を勘案した比率によって導管事業と小売事業に
配分する 

スイッチン
グ率 

• 100万㎥以上の大口需要家：スイッチングなし 
• 100万㎥未満の小口需要家：ガスの小売全面自由化後、12年間で10％ 

【前提条件】  

基礎条件 

• 本市作成の長期収支の条件を踏襲して導管事業と小売事業にコストを配分する 
• 公営継続時の主なコスト配分の考え方 
⁃ 減価償却費・修繕費・除却費・租税課金 
…すべて導管事業に帰属する 

⁃ 需要開発費 
…すべて小売事業に帰属する 

⁃ 人件費 
…託送料金申請の計算に用いた人件費が長期収支の人件費に占める割合を算出し、当該割合
に基づき導管事業と小売事業に配分する 

⁃ 上記以外の経費（委託費等） 
…業務ごとに過去の実績等を勘案した比率によって導管事業と小売事業に配分する 

• 新会社の主なコスト配分の考え方 
⁃ 原則として、公営継続時に小売事業に配分されたコストを負担する 
⁃ 官民連携出資会社が行う導管事業については、新会社が費用を負担するが、市から導管事業に
係る業務受託料を受領する 
→結果として、導管事業の損益は官民連携出資会社設立前後で変わらないものとする 

⁃ 人件費については、必要人員数を個別に積算し、想定単価を乗じて算出する 

スイッチング率 
• 100万㎥以上の大口需要家：スイッチングなし 
• 100万㎥未満の小口需要家：ガスの小売全面自由化後、12年間で10％ 
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②．大津市ガス事業の課題 

公営継続の経営シミュレーション（小口スイッチング10％） 
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（売
上
高
：百
万
円
） 

（当
期
純
損
益
：百
万
円
） 

• 本市作成の長期収支計画をベースに小売事業と導管事業の損益をそれぞれ算出すると、ガス事業
全体では黒字が維持されるが、小売事業としては10年間累計で▲492百万円の赤字となる 

• 小口でのスイッチングを考慮しているが、大口等も含め今後想定以上に進んでいくと、ガス事業
全体への経営に影響が発生する 

（年度） 

▲29 純損益累計 
▲492百万円 

3 ▲39 ▲45 ▲57 ▲88 ▲56 ▲38 ▲84 ▲59 

ガス販売量（百万m3） 162.33 161.99 161.65 161.31 160.97 160.63 160.29 159.96 159.62 159.28 （H29.3作成） 
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②．大津市ガス事業の課題 

ガス緊急保安体制（現状と課題） 
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緊急保安体制を全て直営で 
構築する場合の必要最低人員数 

２４名 

現行の緊急保安体制（一部委託） 
を継続する場合の必要最低人員数 

１８名 

※退職した現役職員は、翌年度から5年
間再任用職員として在籍する前提で算定
している 

（H29.6時点） 

図 ガス系プロパー職員数の推移と緊急保安体制維持に必要な人員数 

現役職員だけで緊急保安体制構築必要する場合の 
人員割込みが想定される時期 

• 体制をガス系プロパー職員のみで構築する場合、平成31年度以降、人員不足に
より運営に支障をきたす ※現行は水道プロパーも含め構築 

• 他の業務も含め、退職者の急増によりノウハウの継承が困難になる 

  ※プロパー職員の採用は昭和63年採用が最後 

（年度） 

【18名内訳】 

３名６班体制２班待機（常時６名） 

【6名内訳】 

保責１名、通信１名、現場対応２x2名 
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① ガスの小売全面自由化による大きな社会情勢の変化 
• ガスの小売全面自由化に伴い、自由競争環境を確立するため国が新規参入を促進させる施
策を次々に公表しており、新規参入者が他業種とのセット販売や低料金等を掲げ大津エリアで
事業展開する可能性がある。 

• このため、今後は市民へ付加価値の高い新たなサービスや料金メニューの提供が求められる。 

• しかし、事業展開や料金に関して、公営事業者特有の課題を抱えており、新たなサービスの
拡充や料金設定の自由度においても民間企業に比べ制約を抱えることになる。 

• また、平成29年4月以降、契約切り替えの影響を受けるなどし、経営状況が厳しくなり、これ
までお客様に提供してきた低廉なガス料金の維持が出来ない可能性がある。 

• 現状、家庭用では新規参入がないものの、10万㎥/年以上の大口のお客様でスイッチングや
価格対抗が発生している。 

 

② 人材・組織面の脆弱化 
• 企業局独自採用職員の高年齢化により専門技術職で構成している組織体系の維持が困難
な状態にある。 

• ガス事業の根幹である緊急保安体制が平成31年度以降、「直営体制」の確保ができな
い。 

③．大津市ガス事業の課題のまとめ 

課題の整理 

14 
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・ ガスの小売全面自由化を踏まえた３つの視点 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

目指すべき姿 
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◆３つの視点 

 
 

①市民ニーズの反映 
②持続可能な事業の推進 
③将来コストの縮減 

地域経済 

①地元企業の活躍 
②地元雇用の創出 
③地域の活性化 

市民 
（お客さま） 

①安心安全な暮らし 
②低廉なガス料金 
③充実したサービス 

三方よし 
「お客さまよし」 

「地域よし」 「官よし」 

大津市 

・安心安全で快適な暮らしをお
届けすることが必要 
 
・市民にとって、最善な手法とな
ることが必要 
 
・地元企業を通じ、地域経済の
発展に繋がることが必要 
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• ガス事業の運営を持続的に行うことができる形態の検討 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

事業運営形態の検討 （手法の概要） 

16 

 
 

 
 

• 公共性に配慮した事業運営が可能 
• 可能な限り、業務を民間事業者に委
託する 

• 個別業務毎に委託契約を締結する 
• 市は業務を監督し委託料を支払う 
• 資産等すべて市が継続して保有する 
• 業務管理に専門知識を有する職員の
育成が必要 

• 個々の委託業務を包括し、長期的に
委託する 

• 個別委託より、コスト削減効果がある 
• 資産等すべて市が継続して保有する 
• 業務管理に専門知識を有する職員の
育成が必要 

※個別委託の発展型 

大津市企業局 民間企業 
Ａ 

○○業務 

××業務 

■■業務 

業務 
委託 

公設民営方式 

概 

要 

公設公営方式 

個別委託（委託拡大） 包括業務委託 指定管理者制度 

形
態
イ
メ
ー
ジ 

民間企業 
B 

民間企業 
Ｃ 

• 小売業務や施設更新業務について民
間企業等を指定管理者として設定する 

• 資産等すべて市が継続して保有する 
• 業務管理に専門知識を有する職員の
育成が必要 

• 指定期間は３～５年が一般的であり、
人員採用・育成や新規事業への投資
などを行いにくい 

• 料金を市が承認する必要があり、市場
動向に応じた料金戦略に課題がある 

 
 

お客様 

サービス 
提供 

料金 

大津市企業局 

○○業務 

××業務 

■■業務 

民間企業 

お客様 

サービス 
提供 

料金 

包括 
業務 
委託 

大津市企業局 

小売業務 

維持管理
業務 

指定管理者 
（民間企業） 

お客様 

サービス 
提供 

料金 

指定 
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• ガス事業の運営を持続的に行うことができる形態の検討 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

事業運営形態の検討 （手法の概要） 
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• 市100％の出資会社を設立し、長期の
運営権設定を行う 

• 市の意向を反映できる 
• 資産等すべて市が継続して保有する 
• 税負担が生じる（法人税等） 
• 新たなサービスの導入に関する知識や
経験が乏しい 

• 市と民間で出資会社を設立し、長期の運
営権設定を行う 

• 出資比率により、市の意向の反映度合い
が変わる 

• 資産等すべて市が継続して保有する 
• これまでの市のノウハウなどが継承できる 
• 税負担が生じる（法人税等） 
• 長期契約に基づき民間のサービスや技術の
導入が可能 

• 条例の範囲内での料金改定は市へ届出す
れば良いため機動的な対応が可能 

大津市企業局 

新会社 運営権 
設定 

ガス事業 

出資・設立 

概 

要 

公共施設等運営権（コンセッション）方式 

市100％の出資会社 官民共同の出資会社 民間会社（既存もしくは新設） 

形
態
イ
メ
ー
ジ 

• 既存会社もしくは新設の民間出資会社
へ、長期の運営権設定を行う 

• 税負担が生じる（法人税等） 
• 長期契約に基づき民間のサービスや技
術の導入が可能 

お客様 

料金 
サービス 
提供 

大津市企業局 

新会社 ガス事業 

お客様 

料金 サービス 
提供 

民間企業 

出資・設立 

出資・設立 

配当・運営権対価 

 
 
大津市企業局 

民間企業 ガス事業 

お客様 

料金 
サービス 
提供 

運営権対価 

運営権 
設定 

運営権 
設定 

配当・運営権対価 

配当 
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• ガス事業の運営を持続的に行うことができる形態の検討 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

事業運営形態の検討 （手法の概要） 
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• 市100％の出資会社を設立し、事業
譲渡を行う 

• ガス事業のすべてを出資会社にて行う 
• 市の意向を反映できる 
• 税負担が生じる（法人税等） 
• 新たなサービスの導入に関する経験や
知識が乏しい 

• 市と民間で出資会社を設立し、事業譲
渡を行う 

• ガス事業のすべてを出資会社にて行う 
• 出資比率により、市の意向の反映度合
いが変わる 

• 税負担が生じる（法人税等） 
• 民間のサービスや技術の導入が可能 

大津市企業局 

新会社 事業譲渡 
ガス事業 

出資・設立 

概 

要 

民営化方式 

市100％の出資会社 官民共同の出資会社 民間会社（既存もしくは新設） 

形
態
イ
メ
ー
ジ 

• 既存会社もしくは新設の民間出資会社
へ、事業譲渡を行う 

• ガス事業のすべてを民間会社にて行う 
• 税負担が生じる（法人税等） 
• 民間のサービスや技術の導入が可能 
• 市に経営リスクは無い 
• 市は施策や料金設定へ関与できない 

 
 

お客様 

料金 
サービス 
提供 

大津市企業局 

新会社 
事業譲渡 ガス事業 

お客様 

料金 サービス 
提供 

民間企業 

売却益・配当 

出資・設立 

売却益・配当 

 
 
大津市企業局 

民間企業 
事業譲渡 ガス事業 

お客様 

料金 
サービス 
提供 

売却益 

出資・設立 
配当 
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• 公営継続の手法として、民間企業への「個別委託」や「包括業務委託」等があるが、課題へ
の対応は難しい 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

事業運営形態の検討（課題対応） 

19 ※）○は利点、×は懸念点 

× 他部局、他事業課との人事異動があり
確固たる組織形成は難しい 

公設民営方式 

○ 人員不足は民間企業が実施することによ
り解消できる 

× 管理的人材育成が必要 

①
ガ
ス
の
小
売
自
由
化 

 
 

 
 

 

へ
の
対
応 

機動的な 
料金設定 

柔軟な 
営業施策 

× 小売事業における機動的な料金施策が
困難 

公設公営方式 

× 小売事業における機動的な料金施策が
困難 

○ 市の施策として低廉な料金の維持が可
能 

○ 市の施策として低廉な料金の維持が可
能 

× 電力とガスのセット販売など、柔軟な営業
施策が地方公営企業法などの制約によ
りできない 

× 電力とガスのセット販売など、柔軟な営業
施策が地方公営企業法などの制約によ
りできない 

低廉料金 
の維持  

個別委託（委託拡大） 包括業務委託 指定管理者制度 

②
人
材
と 

 
  

組
織
面 

組織体制  

人材確保  
× 新規採用による人員不足解消は今後も
望めない 

○ 専門・専属組織の形成が可能 

○ 人員不足は民間企業が実施することによ
り解消できる 

× 短期的雇用での人材確保は難しい 

× 料金の基本的事項（算定方法）は条
例で定められ自由度がない 

○ 市の施策として低廉な料金の維持が可
能 

○ 他サービスの提供は可能 

× 専門・専属組織の形成が可能であるが、
一般的に契約期間が5年程度と短く、永
続性に欠ける 

○ 公営企業は租税課金が免除される 
× 予算制度や地方公営企業法などの制約
により経営自由度が低い 

○ 公的資金の長期・低利での調達ができる 
× 経営悪化の場合、一般会計へ負担が発
生する 

③
経
営
面
と 

 
  

資
金
面 

経営面  

資金面  
○ 公的資金の長期・低利での調達ができる 
× 経営悪化の場合、一般会計へ負担が発
生する 

○ 公営企業は租税課金が免除される 
× 予算制度や地方公営企業法などの制約
により経営自由度が低い 

× 期間が短く、また、指定は行政処分であ
り、行政による取消し等のリスクもあるため、
安定した資金調達が困難 

× 契約期間が短く、長期的な人材採用・
育成、新規事業投資等が困難 
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• 公共施設等運営権方式としては、小売全面自由化への対応、人材・組織面の脆弱化への対応が可
能である 

• 官民共同出資による会社は市の施策反映の面では有効である 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

事業運営形態の検討（課題対応） 

20 ※）○は利点、×は懸念点 

○ 長期にわたる組織形成が可能 

○ 市、民間からの派遣や新規採用により人材
の確保が可能 

○ 職員派遣により市職員のノウハウ・技術力
の継承が可能 

①
ガ
ス
の
小
売
自
由
化 

 
 

 
 

 

へ
の
対
応 

機動的な 
料金設定 

柔軟な 
営業施策 

○ 機動的なガス小売料金の設定が可能 
× 株主が市のみであるためマーケット分析等
のノウハウ、意思決定の迅速さに欠ける 

公共施設等運営権（コンセッション）方式 

○ 機動的なガス小売料金の設定が可能 

○ 条例により、料金上限の設定が可能 
 

○ 市の出資比率に関わらず、条例により料
金上限の設定が可能 

× 民間出資者がいないため、民間的経営ノ
ウハウが乏しく、新規事業の展開などは限
定的 

○ 電力とガスのセット販売など、民間のノウ
ハウを取り入れた柔軟な営業が可能 

低廉料金 
の維持  

市100％の出資会社 官民共同の出資会社 民間会社（既存もしくは新設） 

②
人
材
と 

 
  

組
織
面 

組織体制  

人材確保  
○ 市からの派遣、新会社での採用により解
消が可能 

× 初期段階の技術力確保は厳しい 

○ 長期にわたる組織形成が可能 
○ 初期段階から有力な組織形成が可能 

○ 人員不足は民間として解消が可能 
× PFI法による派遣制度を活用可能だが、
初期の引継ぎのみの活用となる 

○ 機動的なガス小売料金の設定が可能 

○ 条例により料金上限の設定が可能 

○ 電力とガスのセット販売など、民間のノウ
ハウを取り入れた柔軟な営業が可能 

○ 長期にわたる組織形成が可能 
○ 初期段階から有力な組織形成が可能 

○ 市の要求事項を契約時に設定できる 
× 民間的経営ノウハウに乏しく、戦略的な
営業展開ができない 

○ 運営権対価の設定が可能（市収入） 
× 経営悪化の場合、市に損失が発生する
可能性がある 

③
経
営
面
と 

 
  

資
金
面 

経営面  

資金面  
× 経営悪化の場合、市に損失が発生する
可能性がある 

○ 市の要求事項を契約時に設定できる 
○ 民間の営業展開が可能 
○ 市は株主として市施策の反映が可能 

○ 運営権対価の設定が可能（市収入） 

○ 市の要求事項を契約時に設定できる 
○ 民間の営業展開が可能 
× 市の施策反映はできない 



大津市企業局 

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU 

経営戦略課官民連携推進室 

• 民営化方式では、市の小売全面自由化への対応、人材・組織面の脆弱化への対応の必要はない 

• 市が出資することで経営関与することが可能であるが、出資比率を高くすることで関与度合いが強くな
り施策反映が可能となるが、民間ノウハウの取り入れは乏しい 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

事業運営形態の検討（課題対応） 

21 ※）○は利点、×は懸念点 

○ 長期にわたる組織形成が可能 

○ 市、民間企業からの派遣や新会社での
採用により人材を確保 

①
ガ
ス
の
小
売
自
由
化 

 
 

 
 

 

へ
の
対
応 

機動的な 
料金設定 

柔軟な 
営業施策 

○ 機動的なガス小売料金の設定が可能 
× 株主が市のみであるためマーケット分析等
のノウハウ、意思決定の迅速さに欠ける 

民営化方式 

○ 機動的なガス小売料金の設定が可能 

○ 市の意向反映が可能 ○ 市の意向反映が可能 
× 出資比率により一定期間を超える料金
上限の拘束は困難   

× 民間的経営ノウハウが乏しく、新規事業
の展開などは限定的 

○ 電力とガスのセット販売など、民間のノウ
ハウを取り入れた柔軟な営業が可能 

低廉料金 
の維持  

市100％の出資会社 官民共同の出資会社 民間会社（既存もしくは新設） 

②
人
材
と 

 
  

組
織
面 

組織体制  

人材確保  
○ 市からの派遣、新会社での採用により人
材を確保 

× 初期段階の技術力確保は厳しい 

○ 長期にわたる組織形成が可能 
○ 初期段階から有力な組織形成が可能 

○ 民間企業により人材を確保 
× 派遣は原則不可。市に余剰人員が発生 

○ 機動的なガス小売料金の設定が可能 

× 一定期間を超える料金上限の拘束は困
難 

○ 電力とガスのセット販売など、民間のノウ
ハウを取り入れた柔軟な営業が可能 

○ 長期にわたる組織形成が可能 
○ 初期段階から有力な組織形成が可能 

× 初期段階では民間的経営ノウハウに乏し
く、戦略的な営業展開ができない 

○ 市は譲渡時、売却収入を得ることが可能 
× 経営悪化の場合、市に損失が発生する
可能性がある 

③
経
営
面
と 

 
  

資
金
面 

経営面  

資金面  
○ 市は譲渡時、売却収入を得ることが可能 
× 経営悪化の場合、市に損失が発生する
可能性がある 

○ 民間の営業展開が可能 
○ 市は株主として市施策の実施が可能 

○ 市は譲渡時、売却収入を得ることが可能 

○ 民間の営業展開が可能 
× 市の施策反映はできない 
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• 各課題に対し、個々の事業運営形態の比較では、公設公営方式や公設民営方式では課題への対応
に欠ける 

• より良い形として検討を進めるべき形態としては公共施設等運営権方式もしくは民営化方式と考える 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

事業運営形態の検討（課題対応） 

22 ※）○は利点、×は懸念点 

公設民営方式 

①
ガ
ス
の
小
売
自
由
化 

 
 

 
 

 

へ
の
対
応 

機動的な 
料金設定 

柔軟な 
営業施策 

公設公営方式 

低廉料金 
の維持  

個別委託 包括委託 指定管理 

②
人
材
と 

 
  

組
織
面 

組織体制  

人材確保  

③
経
営
面
と 

 
  

資
金
面 

経営面  

資金面  

公共施設等運営権方式 

市100％ 官民共同 民間会社 

民営化方式 

市100％ 官民共同 民間会社 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



大津市企業局 

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU 

経営戦略課官民連携推進室 

• 公営方式、公共施設等運営権方式、民営化方式における課題対応 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

方式別のガス小売事業における課題対応 

23 

公営方式 公共施設等 
運営権方式 

民営化方式 

政策的な料金の維持 

付加サービスの提供 

機動的な経営 

スイッチングの抑制 

既存出資会社の活用 



大津市企業局 

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU 

経営戦略課官民連携推進室 

• 公営方式、公共施設等運営権方式、民営化方式における課題対応 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

方式別の一般ガス導管事業における課題対応 

24 

公営方式 公共施設等 
運営権方式 

民営化方式 

緊急保安体制の維持 

地元企業の活躍 

既存出資会社の活用 

上下水道事業との連携 



大津市企業局 

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU 

経営戦略課官民連携推進室 

• 民間企業のノウハウを活用するため、小売事業はすべて民間会社で行う 

• 人材・組織面の課題が顕著に現れている緊急保安、一次対応等の保安関係業務を民間会社で行い、安
心、安全なガス事業運営を継続する 

• ガス導管の計画的な整備更新に関しては、地域独占が継続することから、市の施策を適切に反映するため継
続して市が資産の保有、事業実施を行う 

④．大津市ガス事業の目指すべき姿 

事業範囲の検討 

25 

○制度上の要件を満たし、可能であ
る 

計画的な 
導管整備・更新 

小売事業 

緊急保安 
維持管理 等 

小売事業のみ 
小売事業と 

導管事業の一部業務 
小売事業と 

導管事業のすべての業務 

大津市
企業局 

民間 
会社 

導管 

小売 

× 緊急保安・一次対応は、市が人員
確保する必要があるが、市の新規
採用は困難 

× 外部委託に依存すると、市にノウ
ハウが蓄積しない 

計画的な 
導管整備・更新 

小売事業 

緊急保安 
維持管理 等 

導管 

小売 

計画的な 
導管整備・更新 

小売事業 

緊急保安 
維持管理 等 

導管 

小売 

○緊急保安・一次対応は、新会社で
採用する人員に、市のノウハウを
継承しながら行うことで、体制を
構築 

○民で新規採用を行うことで、新会
社にノウハウが蓄積する 

○緊急保安・一次対応は、新会社で
採用する人員に、市のノウハウを
継承しながら行うことで、体制を
構築 

○民で新規採用を行うことで、新会
社にノウハウが蓄積する 

民間会社 

企業局 

計
画
的
な 

ガ
ス
導
管
の

整
備
更
新 

緊
急
保
安 

体
制
構
築 

○市の施策を反映した計画的な導管
整備更新が可能 

○市の施策を反映した計画的な導管
整備更新が可能 

× 計画的な導管整備更新に関して市
の施策の反映が困難 

運
営
権 

制
度 

の
活
用 

× 制度上の公共施設等における運営
及び維持管理を設定することが必
要であるが、設定する公の施設が
ないため不適である 

○制度上の公共施設等における運営
及び維持管理を設定することが可
能である 

民間会社 

企業局 

民間会社 



大津市企業局 
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経営戦略課官民連携推進室 

• ガス事業の今後の在り方に関し、検討を進める上で外部有識者の方に調査審議いただくた
め設置した 

• 基本方針（案）について、平成２９年４月１９日と５月９日の２回に渡り審議頂き、第
２回委員会にて、委員会より本市ガス事業の在り方の方向性について提言をいただいた 

26 

⑤．外部有識者委員会による方向性の提言 

大津市ガス事業の在り方検討委員会 

【提言内容】 

●ガス小売事業、一般ガス導管事業の全てを今までどおり官のみ（＝公営）で行う
ことは困難であり、民の力を一部分でも取り入れていく方が良い 

●ガス小売事業については、新規事業などを機動的に開始することができ、その結
果、市民サービスの向上が期待できることから、民に任せる方が良い 

●料金設定については、市民に安心感をもっていただく観点から完全に民に任せるべ
きか、引き続き議論が必要である 

●一般ガス導管事業については、市民に安心感をもっていただく観点から、これまでど
おり官にて実施することが望ましい 

●緊急保安対応については、現体制を維持し続けることが困難であるという課題があ
るため、これを民に任せることで課題を解決することができる 



大津市企業局 

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU 

経営戦略課官民連携推進室 

• 今後の検討事項 

27 

⑤．外部有識者委員会による方向性の提言 

大津市ガス事業の在り方検討委員会 

●ガス小売事業について 

・市民サービスの向上が期待できることから、民に任せることが良いが、料金設定を完
全に民に任せるかは議論が必要 

●一般ガス導管事業について 

・どの業務を民に任せるのか議論が必要 

・導管の敷設（新設・改良）については引続き、市が担うが、緊急保安対応について
は、完全に民に任せることが法的に許容されるのか、また完全に民に任せるべきかにつ
いては、関係省庁と調整しながら引き続き議論が必要 

●運営会社について 

・市が出資等の関与を行うかは今後議論が必要 

●既存出資会社について 

・今後、どのように議論していくべきか議論が必要 



大津市企業局 

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU 

経営戦略課官民連携推進室 

• 先述の外部有識者委員会からの提言を踏まえ、事業運営形態については、公共
施設等運営権方式によることで課題解決を目指すことが出来ると考える 

• 事業範囲については、市の施策動向と人材・組織面の課題解決の両立が可能な
小売事業及び導管事業の一部業務とすることが最適である 

  ※導管事業の一部業務の内容については検討が必要 

⑥．検討の方向性 

事業運営形態及び事業範囲のまとめ 
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事業運営形態 

事業範囲 

公共施設等運営権方式 

安心、安全で効率的な
ガス事業継続のため、 
小売事業と導管事業の
一部業務を実施 

計画的な 
導管整備・更新 

小売事業 

緊急保安 
維持管理 等 

導管 

小売 
民間会社 

企業局 

＜事業範囲のイメージ＞ 
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⑥．検討の方向性 

事業運営主体への本市の関与 

• 公共施設等運営権設定を行う上で、その主体となる会社に市が出資関与するか
の検討が必要（株式会社の場合） 

市100％ 
出資会社 

官民共同 
出資会社 

民100％ 
出資会社 

【市が出資を行うことで】 
・料金設定を含め、市の施策反映ができる 
・出資割合が高い場合、経営への関与が大きくなり、民間的経営手法の導入や民間
ノウハウの活用が乏しくなる 
・市職員の技術継承や市側の技術習得のため、職員の派遣が可能となる 

市の出資比率 市が可能なこと 民間事業者への影響 

①2/3以上  ほとんどの決議事項を単独採決可能。市が会社を支配し
ている状態。 

 経営への影響力が無い状態であり、民間
事業者には望まれないと考えられる。（少
数株主権、単独株主権は行使できる） 

②2/3未満 
過半数以上 

 役員等の選解任、役員等の競業取引の承認・利益相
反取引の承認、役員の報酬決定が可能であるため、経
営者人事を通じて会社経営に対し自らの意思に沿った形
とすることが可能 

 計算書類の承認、剰余金の配当、自己株式の取得、法
定準備金の減少等、自らの意思に沿った会社財産の処
分が可能 

 民間事業者が会社経営への影響力を発
揮できない。 

③50％以下1/3超  特別決議を防止可能 
 定款の変更を防止可能 
 自らの意思に反する重要な組織再編行為（事業譲渡・
譲受、解散、合併等）や監査役の解任などを防止可能 

 事業の長期的な遂行に対してのコミットメン
トが引き出しやすくなる（事業参画意欲の
向上） 

 組織再編行為（特別決議事項）を行う
には市の協調が必要である 

④1/3以下  配当を得られる以外には、会計帳簿閲覧請求権（会４
３３条）や計算書類等の閲覧謄写請求権（会４４
２条）等の少数株主としての権利があるのみ。 

 ほとんどの決議事項を単独採決可能。民
間が会社を支配している状態であり、民間
事業者が望む形式と考えられる。 

市が強い 

民が強い 
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経営戦略課官民連携推進室 

公共施設等運営権制度（PFI法に基づく制度）とは 

• 公共施設の所有権を公共が有したまま、施設の運営権を民間事業者に設定 

• 公共と民間で有期の契約を締結して事業実施 

• 公共主体が施設を所有するため、民間事業者（運営会社）に固定資産税がかからない 

• PFI法に基づき、公共主体（大津市）が条例で料金上限等を設定することができること
から、現在の低廉な料金水準を念頭に置いた上限を設定することも可能 

大津市 
公共施設等 
運営権者 

（民間事業者） 

運営権設定 

施設 
所有権 

公共施設等 
運営権 

需要家 

サービス提供 

料金支払 

運営権実施契約 

運営権実施方針
条例 

条例において運営権者が設定可能な
料金の上限を定めることができる 

図 公共施設等運営権制度の仕組み 

⑦．資料 

公共施設等運営権制度の概要 

30 

金融機関 
抵当権設定 

融資等 

※PFI法第30条において、公共事由による契約解除の場合、民間に補償をする旨の規定がある 
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• 新しい運営会社と既存2社の連携方法を要求水準書等に規定する等の方法で、既存2
社の営業力、技術力、顧客基盤を最大限生かす 

⑦．資料 

既存の出資会社との連携について 

31 
OGSC＝（株）大津ガスサービスセンター、PIO＝（株）パイプラインサービスおおつ 

新たな運営形態へ移行後の既存２社との関係図 

 ①競合型 

 ②受委託型 

 ③業務統合型 

 ④統合会社型 

•既存2社の技術・人員が活用不能 
•同一エリアでの競合状態は経営に影響
が及ぶ 
•出資会社同士の競合は不可である 

新会社 
OGSC 
PIO 

・ガス小売 
・機器販売 
・保安 

・機器販売 
・保安 

新会社 
OGSC 
PIO 

・機器販売 
・保安 

新会社 
OGSC 
PIO 

・機器販売 
・保安 

・ガス小売 
・機器販売 

新会社 
(OGSC又はPIOを活用し設置) 

・ガス小売 

・ガス小売 
・機器販売 
・保安 

 新会社と既存2社それ
ぞれが機器販売や保安
業務を実施 

•受委託であり相乗効果は得にくい 
•3社目の出資会社となり効率性に欠ける 

•小売・機器・保安の相乗効果が発揮さ
れ、サービス向上と売上が向上する 
•3社目の出資会社となり効率性に欠ける 
•現株主の同意を得る必要がある 

•小売・機器・保安の相乗効果が発揮さ
れ、サービス向上と売上が向上する 
•出資法人が１又は２社となり経費等の
効率も改善する 
•現株主の同意を得る必要がある 

 新会社から既存2社に
機器販売や保安業務を
委託 

 既存2社の業務の一部
を新会社に事業譲渡等
により統合 

 既存会社へ市や民間事
業者が出資（増資）
し、新会社とする 

委託 

競合 

事業・ 
人員の移管 

最
適
な
手
法
を
要
求
水
準
書
等
に
規
定 

形態 説明 概要 
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• H29.6.1時点の状況 

32 

⑦．資料 

他ガス小売事業者との競合の状況 

お客様A 
・用途：公用 
・年間使用量：約15万㎥ 

H29.4より他社へスイッチング 

お客様B 
・用途：工業用 
・年間使用量：約100万㎥ 

H29.4より他社へスイッチング 

お客様C 
・用途：公用 
・年間使用量：約300万㎥ 

他社と価格対抗 
H29.4より新料金で契約維持 

 ➠現状、本市の総販売量の約７割を占める年間使用量10万㎥以上のお客様 

   に対し、販売攻勢が行われ、競争が盛んになりつつある 

お客様D 
・用途：工業用 
・年間使用量：約45万㎥ 

他社と価格対抗 
H29.6より新料金で契約維持 

      ：                 ：                    ： 
      ：                 ：                    ： 

お客様E 
・用途：商業用 
・年間使用量：約60万㎥ 

H29.8より他社へスイッチング 

お客様F 
・用途：商業用 
・年間使用量：約40万㎥ 

H29.8より他社へスイッチング 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 



大津市企業局 

OTSU CITY PUBLIC ENTERPRISE BUREAU 

経営戦略課官民連携推進室 

• ガスの小売全面自由化が始まり、本市では競争環境に立たされている。そのため、可能な
限り迅速な対応が求められる 

• 新たな事業運営形態の開始は平成31年４月を予定している 

⑦．資料 

全体スケジュール（案） 
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平成29年度 

平成30年度 

 4月      ：事業の開始（新たな事業運営形態への移行） 平成31年度 

 4月～     ：外部有識者会議での調査・審議 
           実施方針(案)の作成に向けた検討            
 11月    ：実施方針に関する議案の上程 
 
以下、条例が可決された場合のスケジュール 
 12月    ：実施方針の公表 
 2月     ：パートナー事業者選定委員会の設置に関する議案の上程 

 4月     ：公募によるパートナー事業者選定開始 
 10月    ：パートナー事業者決定 
 10月    ：新会社の設立 
 11月    ：運営権設定に関する議案の上程 
 12月    ：市からパートナー事業者へ株式（一部）譲渡 
 1月～3月  ：市から新会社への業務引き継ぎ 


